
庁      議  

              日時： ８月 ６日（火）ＰＭ２：００ ＜庁議室＞ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【市長挨拶】 

 

 

 

 

 

【協議事項】 

１．平成３０年度決算に基づく財政の健全化判断比率等の公表について    総務部長 

 

 

２．太田市尾島体育館建設工事請負契約締結について            文化スポーツ部長 

 

 

３．市道路線の廃止について                       都市政策部長 

 

 

４．損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分について        教育部長 

 

 

 

【連絡事項】 

１．太田市自分ごと化会議の開催について                 企画部長 

 

 

２．公害防止協定に基づく足尾山元調査結果報告について          産業環境部長 

 

 

 

【その他】 

 

 

 

 

 

 

 
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 
◆ 次回庁議予定 ◆ ８月２０日（火）ＰＭ１：３０～＜庁議室＞案件名報告：８月 ７日 (水)PM5:00 
                                   資料提出：８月１３日 (火)PM5:00 



  ８月 ６日 庁議提出案件           資料No.１    
●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

              総務部長 氏名 髙島 賢二   内線 2300 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【 表 題 】 

  平成３０年度決算に基づく財政の健全化判断比率等の公表について 

【 目 的 】 

平成１９年６月に制定された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき平成 

３０年度決算に基づく健全化判断比率等（実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比 

率、将来負担比率及び公営企業会計に係る資金不足比率）を公表するものです。 

【 概 要 】 

１．平成３０年度決算に基づく健全化判断比率等の状況 

     （単位：％） 

区 分 平成30年度 平成29年度 
早期健全化 

基準 
財政再生基準 

① 実質赤字比率 －  －  11.34  20.00  

② 連結実質赤字比率 －  －  16.34  30.00  

③ 実質公債費比率 5.6  5.5  25.0   35.0   

④ 将来負担比率 35.2  41.8  350.0    

 ・実質収支が黒字であるため、①実質赤字比率、②連結実質赤字比率は「なし」です。 

なお、実質黒字の程度は、①4.18％の黒字、②7.38％の黒字 となっています。 

③実質公債費比率の増要因（3ヶ年平均ベース） 

 元利償還金の増、標準財政規模の減など 

④将来負担比率の減要因 

 地方債現在高の減、財政調整基金の増など 

 

区 分 下水道事業等会計 
太陽光発電事業 

特別会計 
経営健全化基準 

資金不足比率 
Ｈ30 －  －  

20.0  
Ｈ29 －  －  

 ・各会計とも資金不足は発生していないため、資金不足比率は「なし」です。 

※いずれの指標も早期健全化基準及び経営健全化基準を下回る結果となっています。 

 

２．今後の日程 

 本年 9月 市議会報告、市ホームページに掲載し公表、総務省による全自治体の暫定値公表 

同年11月 市広報に掲載し公表、総務省による同上確定値公表 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先 総務部 財政課 財政係 内線2332  ４７－１８１６ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



健全化判断比率等について 

 

１．財政健全化法の趣旨 

 自治体財政の健全化の状況を示す比率として、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質

公債費比率、将来負担比率、さらに公営企業の資金不足比率を定めるとともに、早期改善

を目指す“黄色信号”としての「早期健全化基準」と、“赤信号”としての「財政再生基

準」を設け、自治体による自主的な改善努力を促進する。 

 

２．具体的な基準 

   比  率          早期健全化基準   財政再生基準 

①実質赤字比率    0％     ※11.34％     20.00％  

 ②連結実質赤字比率 0％     ※16.34％     30.00％ 

 ③実質公債費比率   0％            25.0％      35.0％  

 ④将来負担比率   0％           350.0％ 

 資金不足比率   0％            20.0％ 

             通常団体    財政健全化団体    財政再生団体 

 

※①実質赤字比率及び②連結実質赤字比率の早期健全化基準は、各自治体の標準財政規

模に応じて定められるものであり、この基準値は太田市に適用される値です。 

なお、②連結実質赤字比率の財政再生基準は、H23 決算以降は 30％となっています。 

・財政健全化団体：財政健全化計画の策定及び議会の議決、外部監査の義務付け、知事

等による必要な勧告措置あり 

・財政再生団体：財政再生計画の策定及び議会の議決、外部監査の義務付け、地方債

の起債制限、総務大臣による必要な勧告措置あり 

 

３．比率等の概要 

①実質赤字比率 

  一般会計等における実質的な歳入不足額（赤字額）の標準財政規模に対する割合 

＊標準財政規模：一般財源の標準的な規模を示す。太田市 H30＝45,358,273千円 

②連結実質赤字比率 

  一般会計、特別会計及び公営企業会計における実質的な歳入不足額の標準財政規模

に対する割合 

③実質公債費比率 

  一般会計、特別会計、公営企業会計、一部事務組合等における 1年当たりの元利償

還金等の標準財政規模に対する割合（3ヵ年平均） 

④将来負担比率 

  一般会計、特別会計、公営企業会計、一部事務組合、土地開発公社等における負債

のうち一般会計等で負担することが見込まれる額の標準財政規模に対する割合 

   資金不足比率 

   各公営企業会計の流動負債等から流動資産等を差し引いた額の各事業規模に対す

る割合 

財 

政 

悪 

化 



 ８月６日 庁議提出案件           資料No.２  
●内 容 【 1.協議事項  】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

              文化スポーツ部長 氏名 長谷川 幸浩   内線３６００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

   太田市尾島体育館建設工事請負契約締結について 

 

【 目 的 】 

   太田市尾島体育館建設工事にあたり、請負者を選定し契約を締結するため、議会に上程

するものです。 

 

【 概 要 】 

  １ 履 行 名 称  太田市尾島体育館建設工事 

  ２ 履 行 場 所  太田市亀岡町６５６番１地内 

  ３ 契約締結日  議会議決の日 

  ４ 履 行 期 間  議会議決の日の翌日から令和２年３月３１日まで 

  ５ 契 約 方 法  随意契約（設計・施工一貫業者選定） 

  ６ 予 定 価 格  ４１６，０４０，０００円（消費税含まない） 

  ７ 落 札 金 額  ４１６，０００，０００円（消費税含まない） 

  ８ 落 札 率  ９９．９９％ 

  ９ 契 約 金 額  ４４９，２８０，０００円 

           （内消費税額 ３３，２８０，０００円） 

  10 補 助 金  無 ・ 有 

           （国／社会資本整備総合交付金） 

11 請 負 者  太田市宝町２９番地 

           横山建設株式会社 代表取締役 横山 信夫 

  12 工 事 内 容  建設工事 一式  

           構造：鉄骨造 平屋建て 

           建築面積：１，７６３．８７㎡ 

           延床面積：１，５６５．０７㎡ 

  13 そ の 他  ９月定例会に議案提出予定です。 

 

【 備 考 】 

 

＊ 問い合わせ先 文化スポーツ部 スポーツ施設管理課 西部スポーツ施設係  

    ５７－２２２２ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



 ８月６日 庁議提出案件            資料№３ 

●内 容   【 1.協議事項 】 

○公 開  【 1.可 】 

○公開時期 【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

             都市政策部長 氏名 赤坂 高志   内線（TEL）2800  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

市道路線の廃止について 

 

 

【 目 的 】 

公共性の乏しい市道路線の利活用及び想定される市街地再開発事業に伴う市道路線の廃止

について、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第３項において準用する同法第８

条第２項の規定により、議会の議決を求めるものです。 

 

 

【 概 要 】 

１ 廃止路線 太田浜町２２１号線及び太田浜町２２２号線      総延長 ３０４ｍ 

    

２ そ の 他 道路法第１０条第３項において準用する同法第８条第２項の規定により、令和

元年９月定例会に議案を提出する予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

【 備 考 】 

 

＊ 問い合わせ先 都市政策部 道路整備課 路政係 内線2713 47－1835ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 

 

 

 



 ８月 ６日 庁議提出案件           資料No.４   
●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

               教育部長 氏名 高橋 徹  （TEL）0276-20-7080  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

  損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分について 

 

【 目 的 】 

  公用車の運転中に発生した事故に関し、損害賠償の額を定め、和解することについて、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分したことを報

告するものです。 

 

【 概 要 】 

１ 公用車の運転中に発生した事故による損害賠償表 

 
専決処分日 

損害賠償額 

（損害額） 

過失 

割合 
事故概要 

1 令和元年７月２４日  140,249円 10割 

令和元年６月１０日、尾島庁舎の駐車

場において、職員が公用車を後退させて

駐車しようとしたところ、後方右側に駐

車されていた乗用車の左側フロントバ

ンパに当該公用車の右後方部分が接触

したことにより、当該乗用車が損傷し、

その所有者である相手方に損害を与え

たものである。 

 

２ 本件に関し、市と相手方との間には、上表に記載のほか、一切の債権債務関係がないこと 

を相互に確認しました。 

 

３ 損害賠償の支払い 損保ジャパン日本興亜株式会社 一般自動車保険にて対応しました。 

 

４ その他 地方自治法第１８０条第２項の規定により、令和元年８月委員会協議会あてに報 

告します。 

 

 

 

 

【 備 考 】 

 

＊ 問い合わせ先   教育部 教育総務課 総務係   ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 0276-20-7080 



 ８月６日 庁議提出案件            資料No. １   
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 1.庁議後 】 

 

               企画部長 氏名 正田 吉一  内線２２００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

 太田市自分ごと化会議の開催について 

 

【 目 的 】 

 市民が行政課題を「自分ごと」として捉え、行動するきっかけとなることを目指し、住民基

本台帳から無作為に抽出した市民を委員として、特定の行政課題について議論する協議会を開

催するものです。 

 

【 概 要 】 

１. 無作為抽出 抽出数：1,300人（15歳以上80歳未満の太田市民） 

申込数：33人（最年少：16歳、最高齢：78歳、平均年齢：54.1歳） 

２. 協議テーマ 行政情報のあり方 

３．日 程 第 1回 令和元年 8月 17日（土） 13時 30分～17時 

第 2回 令和元年 8月 31日（土） 13時 30分～16時 30分 

第 3回 令和元年 10月 12日（土） 13時 30分～16時 30分 

第 4回 令和元年 11月 10日（日） 13時 30分～17時 
 

４. 会 場 太田市役所本庁舎 3階 大会議室 他 

５. 参 加 者 ・市民委員 

・コーディネーター（外部委託） 

・広報課職員 

・無作為抽出手法により公募した係長代理以下の市正規職員 

６. 協 力 一般社団法人 構想日本 

７. 成 果 議論した内容は報告書にまとめ市長に提出し、行政運営の一助にすると

   ともに、マネジメント推進員を対象とした理解度アップ研修資料として

   活用します。 

 

【 備 考 】 

 

 

＊ 問い合わせ先  企画部 企画政策課 企画政策係 内線2293 47－1892 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



   ８月  ６日 庁議提出案件           資料No.２   
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

             産業環境部長 氏名 有本 尚史   内線（TEL）２６００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

公害防止協定に基づく足尾山元調査結果報告について 

 

【 目 的 】 

群馬県・桐生市・太田市と古河機械金属株式会社で締結している公害防止協定第１２条に

基づき、３者で足尾鉱山施設の立入調査を実施しましたので、その結果について報告するも

のです。 

 

【 概 要 】 

１ 実施日 令和元年７月１０日（水） 

２ 調査場所及び調査結果 

（１）松木堆積場 

銅の精錬過程で生じたカラミと呼ばれる堆積物を残したまま植生する実験が行わ

れている状況を確認しました。堆積場自体の緑化は進んでいないため、適切な緑化工

法の検討について引き続き要望していきます。 

（２）簀子橋堆積場 

適切に管理されている状況を確認しました。唯一使用されている堆積場のため、継

続して監視が必要です。 

（３）天狗沢堆積場 

緑化対策が概ね順調に進んでいる状況を確認しました。引き続き適正な維持管理に

ついて要望していきます。 

（４）有越沢堆積場 

急勾配地の緑化が遅れている状況を確認しました。崩落の防止及び緑化計画につい

て引き続き要望していきます。 

（５）中才浄水場 

適切に管理されている状況を確認しました。引き続き適正な維持管理について要望

していきます。 

 

 

 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先 産業環境部 環境政策課 環境対策係  

内線２６５２ ４７－１８９３ ダイヤルイン 


